
平
成
二
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
一
号

特
定
タ
ン
カ
ー
に
係
る
特
定
賠
償
義
務
履
行
担
保

契
約
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

特
定
タ
ン
カ
ー
に
係
る
特
定
賠
償
義
務
履
行
担
保
契
約

等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十

二
号
）
第
二
条
第
四
号
、
第
八
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
特
定
タ
ン
カ
ー
に
係
る
特
定
賠
償
義
務
履
行

担
保
契
約
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
定

タ
ン
カ
ー
に
係
る
特
定
賠
償
義
務
履
行
担
保
契
約
等
に

関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
特
定
タ
ン
カ
ー
所
有
者
の
範
囲
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

者
は
、
特
定
タ
ン
カ
ー
の
船
舶
賃
借
人
、

よ
う傭

船
者
、
運

航
受
託
者
、
船
舶
管
理
者
及
び
船
員
配
乗
者
と
す
る
。

（
外
国
通
貨
で
定
め
ら
れ
た
保
険
金
額
の
換
算
基
準
）

第
三
条
　
特
定
損
害
保
険
契
約
の
保
険
金
額
が
外
国
通
貨

で
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
法
第
二
条
第
十
号
イ
及

び
第
十
一
号
ロ
の
規
定
の
適
用
に
係
る
当
該
外
国
通
貨

と
本
邦
通
貨
と
の
間
の
換
算
は
、
特
定
保
険
者
交
付
金

交
付
契
約
の
締
結
の
日
の
属
す
る
年
度
の
前
々
年
度
の

十
一
月
一
日
か
ら
前
年
度
の
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

の
実
勢
外
国
為
替
相
場
の
平
均
値
（
当
該
平
均
値
に
一

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
し
て
得
た
値
）
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
定
保
険
者
交
付
金
交
付
契
約
の
締
結
の
手
続
）

第
四
条
　
特
定
保
険
者
交
付
金
交
付
契
約
を
締
結
し
よ
う

と
す
る
特
定
タ
ン
カ
ー
所
有
者
は
、
当
該
特
定
保
険
者

交
付
金
交
付
契
約
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
特
定
保
険
者
交
付
金
交
付
契
約
の
申
込
書
を
国
土
交

通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
特
定
タ
ン
カ
ー
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
特
定
タ
ン
カ
ー
の
名
称
、
国
際
海
事
機
関
船
舶
識

別
番
号
、
国
籍
及
び
総
ト
ン
数

三
　
特
定
損
害
保
険
契
約
の
期
間
及
び
保
険
金
額

四
　
特
定
賠
償
義
務
履
行
担
保
契
約
の
期
間
並
び
に
当

該
特
定
賠
償
義
務
履
行
担
保
契
約
に
よ
り
賠
償
の
義

務
の
履
行
及
び
費
用
の
支
払
が
担
保
さ
れ
て
い
る
特

定
損
害
等
の
金
額

五
　
特
定
保
険
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に

法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

２
　
前
項
の
申
込
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
特
定
保
険
者
交
付
金
交
付
契
約
に
係
る
特
定

損
害
保
険
契
約
及
び
特
定
賠
償
義
務
履
行
担
保
契
約

の
契
約
書
の
写
し

二
　
特
定
タ
ン
カ
ー
に
係
る
船
舶
油
濁
等
損
害
賠
償
保

障
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
七
条

第
四
項
に
規
定
す
る
保
障
契
約
証
明
書
の
写
し
又
は

千
九
百
九
十
二
年
の
油
に
よ
る
汚
染
損
害
に
つ
い
て

の
民
事
責
任
に
関
す
る
国
際
条
約
の
締
結
国
で
あ
る

外
国
が
交
付
し
た
特
定
タ
ン
カ
ー
に
つ
い
て
同
法
第

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
障
契
約
が
締
結
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
証
す
る
同
条
約
の
附
属
書
の
様
式
に

よ
る
書
面
の
写
し

三
　
特
定
タ
ン
カ
ー
の
国
籍
及
び
総
ト
ン
数
を
証
す
る

書
面

（
特
定
保
険
者
交
付
金
交
付
契
約
の
期
間
が
一
年
未
満

の
場
合
に
お
け
る
納
付
金
の
金
額
）

第
五
条
　
特
定
保
険
者
交
付
金
交
付
契
約
の
期
間
が
一
年

未
満
の
場
合
に
お
け
る
法
第
五
条
の
納
付
金
の
金
額

は
、
特
定
タ
ン
カ
ー
に
係
る
特
定
賠
償
義
務
履
行
担
保

契
約
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
四

年
政
令
第
百
七
十
四
号
）
第
三
条
で
定
め
る
金
額
に
一

年
の
日
数
を
も
っ
て
当
該
契
約
の
期
間
の
日
数
を
除
し

た
割
合
を
乗
じ
た
金
額
と
す
る
。

（
通
知
）

第
六
条
　
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
特
定
タ
ン
カ
ー
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
特
定
タ
ン
カ
ー
の
名
称
及
び
国
際
海
事
機
関
船
舶

識
別
番
号

三
　
特
定
運
航
の
開
始
日
時

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
二
七
日
国
土
交
通

省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
二
六
日
国
土
交
通

省
令
第
三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
二
七
日
国
土
交
通

省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
五
日
国
土
交
通

省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
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